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国
土
交
通
省
が
認
可
し
た
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
�
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
が
認
可
し
た
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
�
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
し
て
以
下
政
府
に
質
問
す
る
。

な
お
、
同
再
開
発
事
業
の
施
行
者
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
支
社
（
以
下
「
機
構
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
っ
た
。

一

同
再
開
発
事
業
に
お
い
て
、
機
構
は
、
�
の
�
街
区
、
�
の
�
街
区
及
び
�
の
�
街
区
の
従
前
・
従
後
の
地
価
を
算
出

し
、
国
土
交
通
省
は
機
構
が
定
め
た
地
価
を
追
認
し
て
権
利
変
換
計
画
を
認
可
し
た
。
各
街
区
の
従
前
・
従
後
の
地
価
及
び

そ
の
詳
細
な
算
出
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

機
構
が
算
出
し
た
従
後
の
地
価
設
定
に
よ
れ
ば
、
武
蔵
小
金
井
駅
改
札
口
に
近
く
、
容
積
率
が
六
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
�

の
�
街
区
の
地
価
よ
り
も
、
武
蔵
小
金
井
駅
改
札
口
か
ら
遠
く
、
容
積
率
が
五
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
�
の
�
街
区
の
地
価

が
、
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
�
の
�
街
区
の
方
が
相
当
高
く
て
当
然
と
思
量
さ
れ

る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
地
価
逆
転
が
起
き
て
い
る
の
か
、
合
理
的
な
説
明
を
求
め
る
。

三

小
金
井
市
議
会
議
員
・
渡
辺
大
三
氏
は
、
機
構
が
主
催
し
た
再
開
発
工
事
説
明
会
に
お
い
て
、
こ
の
地
価
逆
転
の
件
を
質

問
し
た
。
機
構
の
成
田
課
長
は
、
「
�
の
�
街
区
は
上
に
住
宅
が
乗
る
の
で
安
く
な
っ
た
」
旨
を
説
明
し
た
。
上
に
住
宅
が

乗
る
と
地
価
が
安
く
な
る
と
い
う
設
定
は
妥
当
な
の
か
ど
う
か
、
合
理
的
な
説
明
を
求
め
る
。
ま
た
、
再
開
発
事
業
に
お
け

一



る
従
後
の
地
価
設
定
は
、
そ
の
土
地
の
最
有
効
使
用
を
前
提
に
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、
上
に
何
が
乗
る
か
は
地
価
形
成
の
理

由
に
な
ら
な
い
と
も
聞
く
が
、
国
土
交
通
省
の
認
可
基
準
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
説
明
を
求
め
る
。
加
え
て
、
国
土

交
通
省
が
同
再
開
発
事
業
の
権
利
変
換
計
画
案
の
認
可
の
是
非
を
検
討
し
た
際
、
従
前
・
従
後
の
地
価
設
定
の
妥
当
性
を
検

証
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
ど
の
よ
う
な
分
析
を
し
た
の
か
、
そ
の
詳
細
な
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

四

小
金
井
市
議
会
の
特
別
委
員
会
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
市
議
が
、
機
構
が
上
記
再
開
発
工
事
説
明
会
の
音
声
記
録
を
廃
棄

ま
た
は
消
去
し
、
同
説
明
会
の
議
事
録
か
ら
当
該
質
問
と
答
弁
を
全
部
削
除
し
た
旨
の
発
言
を
し
て
お
り
、
再
開
発
推
進
の

別
の
市
議
も
説
明
会
で
質
疑
が
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
事
実
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
把
握
す
る
と

こ
ろ
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

五

国
土
交
通
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
構
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に

関
す
る
目
標
（
以
下
「
中
期
目
標
」
と
い
う
。
）
の
中
で
、
「
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
権
利
者
の
意
見
が
反
映

さ
れ
る
よ
う
努
め
、
地
域
住
民
・
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
等
と
の
協
力
及
び
適
切
な
役
割
分
担
を
図
る
こ
と
。
」
と

指
示
し
て
い
て
、
こ
れ
を
受
け
た
機
構
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画

二



の
中
で
「
適
時
適
切
な
事
業
内
容
の
説
明
、
意
見
交
換
等
を
実
施
す
る
。
」
と
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
い

る
。
し
か
る
に
、
事
業
内
容
の
説
明
、
意
見
交
換
等
の
内
容
の
記
録
は
適
切
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
機
構
の
内

規
で
は
か
か
る
記
録
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
か
か
る
記
録

に
つ
い
て
国
土
交
通
省
は
機
構
に
対
し
ど
の
よ
う
な
監
督
・
関
与
を
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

同
再
開
発
事
業
は
す
で
に
終
了
し
て
い
る
が
、
再
開
発
事
業
が
終
わ
っ
た
現
在
、
課
税
上
の
地
価
評
価
で
は
、
�
の
�
街

区
の
地
価
評
価
が
�
の
�
街
区
の
地
価
評
価
を
上
回
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
両
街
区
の
課
税
上
の
地
価
評
価
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

�
の
�
街
区
は
、
小
金
井
市
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
そ
の
他
一
般
地
権
者
が
取
得
し
た
街
区
で
あ
る
。
一
方
、

�
の
�
街
区
は
そ
の
大
部
分
を
機
構
自
ら
が
取
得
・
転
売
し
た
街
区
で
あ
る
。
奇
妙
な
地
価
の
逆
転
の
理
由
は
、
「
機
構

が
、
�
の
�
街
区
の
敷
地
を
安
く
取
得
し
、
高
く
転
売
し
て
、
利
鞘
を
か
せ
い
だ
の
で
は
な
い
か
」
と
の
声
す
ら
上
が
っ
て

い
る
。
政
府
と
し
て
、
従
後
の
地
価
設
定
が
妥
当
だ
っ
た
の
か
を
検
証
し
、
仮
に
不
当
で
あ
っ
た
な
ら
、
適
切
な
是
正
措
置

を
講
じ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
ご
所
見
を
伺
う
。

八

機
構
施
行
の
再
開
発
事
業
で
は
、
今
回
の
よ
う
に
、
機
構
自
ら
が
地
価
設
定
の
利
害
関
係
人
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
得

三



る
。
利
害
関
係
人
で
あ
る
機
構
が
従
前
・
従
後
の
地
価
を
設
定
し
、
形
骸
化
し
た
再
開
発
審
査
会
が
そ
れ
を
追
認
し
、
国
土

交
通
省
が
機
械
的
に
そ
れ
を
認
可
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
問
題
が
多
過
ぎ
る
。
早
急
に
都
市
再
開
発
法
な
ど
を
見
直
し
、
国
が
責

任
を
持
っ
て
適
正
な
地
価
設
定
を
行
う
よ
う
措
置
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ご
所
見
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

四


